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富山県選挙管理委員会告示第30号 

   政治団体の設立届出の公表について 

 政治資金規正法（昭和23年法律第 194号）第６条第１項の規定により、令和４年 

５月中に次の政治団体から設立届出がなされたので、次のとおり公表する。 

  令和４年６月２日 

                  富山県選挙管理委員会 

                                          委 員 長 堀  内  康  男  

 ⑴ 国会議員関係政治団体以外のその他の政治団体 
 

政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者 
の氏名 主たる事務所の所在地 設立 

年月日 
届出 
年月日 

吉江まさひろ後援会 吉江 昌宏 吉江 昌宏 下新川郡朝日町草野 
386 R4.4.28 R4.5.2 

いしま庄二後援会 石間 庄二 石間 光葉 小矢部市津沢337 R4.5.19 R4.5.19 

浩建会 竹内 茂 小林 靖 富山市太郎丸西町１－
５－12 R4.5.23 R4.5.27 
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 ⑵ 法第19条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体（政党の支部） 
 

政治団体の名称 代表者の氏 
名 

会計責任者 
の氏名 

主たる事務所の 
所在地 

公職の種類 
１以上の市町
村等の区域を
単位として設
けられる支部 

設立 
年月日 

届出 
年月日 

日本維新の会参
議院富山県選挙
区第１支部 

京谷 公友 吉田 幹広 富山市二口町２ 
－４－13 

参議院議員 ○ R4.5.18 R4.5.25 

 

 

富山県選挙管理委員会告示第31号 

   政治団体の名称等の異動届出の公表について 

 政治資金規正法（昭和23年法律第 194号）第７条第１項の規定により、令和４年 

５月中に次の政治団体の届出事項の異動届出があったので、次のとおり公表する。 

  令和４年６月２日 

                  富山県選挙管理委員会 

                                          委 員 長 堀  内  康  男 

 ⑴ 政党の支部 
 

政治団体の名称 代表者の氏名 異動事項 新 旧 
異動 

年月日 

届出 

年月日 

自由民主党浜黒崎支

部 
飯山 勝彦 

主たる事務

所の所在地 

富山市古志町

６－４ 

富山市日方江

1262 

R4.5.2 R4.5.11 代表者 飯山 勝彦 的場 博嗣 

会計責任者 姉崎 裕一 中村 武司 

自由民主党富山県と

きわ会支部 
四十九 英明 会計責任者 濱井 英夫 朽木 勝宣 R4.5.24 R4.5.25 

国民民主党富山県総

支部連合会 
古城 克實 代表者 古城 克實 村田 正示 R4.5.28 R4.5.30 

 ⑵ その他の政治団体 

政治団体の名称 代表者の氏名 異動事項 新 旧 
異動 

年月日 

届出 

年月日 

高原ゆずる後援会 有澤 欣治 代表者 有澤 欣治 北森 正誠 R4.5.15 R4.5.18 

富山県宅建政治連盟 前田 隆夫 会計責任者 黒崎 秀樹 坪田 一歩 R4.5.26 R4.5.31 
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富山県選挙管理委員会告示第32号 

   政治団体の解散届出の公表について 

 政治資金規正法（昭和23年法律第 194号）第17条第１項の規定により、令和４年 

５月中に次の政治団体から解散届出がなされたので、次のとおり公表する。 

  令和４年６月２日 

                  富山県選挙管理委員会 

                                          委 員 長 堀  内  康  男 

 その他の政治団体 
 

政治団体の名称 代表者の氏名 
会計責任者 
の氏名 

主たる事務所の所在地 
解散 
年月日 

届出 
年月日 

島正己後援会 白山 一男 島 幸子 射水市川口862－３ R4.4.30 R4.5.10 

坂田光文後援会 坂田 光文 中川 宏 富山市中大久保32－10 R4.5.27 R4.5.27 

 

 

富山県選挙管理委員会告示第33号 

   政治資金規正法第17条第２項の適用について 

 政治資金規正法(昭和23年法律第 194号)第17条第２項の規定により、次の政治団 

体は、令和４年６月１日以降、政治活動（選挙運動を含む。）のために寄附を受け 

又は支出をすることができない団体となったので、同条第３項の規定に基づき告示 

する。 

  令和４年６月２日 

                      富山県選挙管理委員会 

                                        委 員 長 堀  内  康  男  
 

政治団体の名称 代表者 会計責任者 主たる事務所の所在地 

未来企画会議 今井 基之 相馬 恒雄 富山市久方町５―22 
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富山県選挙管理委員会告示第34号 

   直接請求に必要な選挙権を有する者の数について 

  地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第１項及び第75条第１項の規定による 

選挙権を有する者の総数の50分の１の数並びに同法第76条第１項、第80条第１項、 

第81条第１項、第86条第１項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 

31年法律第 162号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の３分の１ 

の数（その総数が80万を超える場合にあっては、その80万を超える数に８分の１を 

乗じて得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数と 

を合算して得た数）は、次のとおりである。 

  令和４年６月２日 

                                 富山県選挙管理委員会 

                                   委 員 長  堀  内  康  男 

１ 県における選挙権を有する者の総数の50分の１の数  17,544人 

２ 県における選挙権を有する者の総数のうち、80万を超える数に８分の１を乗じ 

  て得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数と 

  を合算して得た数                 209,647人 

３ 県議会議員の各選挙区における選挙権を有する者の総数の３分の１の数 

              中 新 川 郡 選 挙 区     13,693人 

       下 新 川 郡 選 挙 区      10,100人 

              富 山 市 第 １ 選 挙 区   89,222人 

              富 山 市 第 ２ 選 挙 区   26,066人 

              高 岡 市 選 挙 区     47,332人 

              魚 津 市 選 挙 区     11,609人 

              氷 見 市 選 挙 区     13,087人 

              滑 川 市 選 挙 区      9,245人 

              黒 部 市 選 挙 区     11,439人 

              砺 波 市 選 挙 区     13,295人 

              小 矢 部 市 選 挙 区      8,269人 

              南 砺 市 選 挙 区      13,856人 

              射 水 市 選 挙 区      25,184人 

  令和４年６月２日印刷発行        発 行  富    山    県    


